
広域的支援人材による集中的支援 手続きの流れ（国通知の事務手続き準拠）

事業所広域的支援人材

・広域的支援人材の認定 名簿の共有（様式1-2・福岡県とも共有）

福岡市
（調査研究会事務局）

・集中的支援の活用検討・申請書受理
（障がい施設福祉課）

・集中的支援実施計画
（案）作成

・集中的支援実施計画に基づき
実施決定
（障がい施設福祉課から区に連絡）

実施依頼申請（様式2）
集中支援に係る同意書（様式３）

支援の要請
（様式４）

提出（様式５）

・集中的支援実施計画に基
づく助言援助

（支援の終了後）
・集中的支援実施報告書の
作成

提出
（様式６）

・助言を受けながら、
支援実施（3か月）

※計画相談等を利用している場
合は、相談支援員と十分な連携
を図り、サービス担当者会議で
検討することが望ましい

１２

４

共有（様式６）

委託料等支払い 国保連へ
（毎月or終了時） 報酬請求

必要に状況確認
（調査研究会事務局）
・基準適合の確認
・集中的支援の必要性検討

適合確認依頼

適合の場合

不適合の場合

・広域的支援人材の選定
（調査研究会事務局）

・集中的支援の対象外連絡
可能であれば、
他の支援策を提示

支給決定・派遣人材の連絡
・委託契約準備

３

・事業所と委託契約締結

契約締結の連絡
・広域的支援人材の確定
（調査研究会事務局）

必要に状況確認

５

６

７

９

（調査研究会事務局）
８

必要に応じて助言

・集中的支援実施報告
書に基づいて個別の支
援会議等を実施

（調査研究会事務局）

（障がい施設福祉課）

3か月ごとに実施状況報告

必要に応じ調整
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